
参加店舗募集参加店舗募集参加店舗募集
和歌山市では「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、
物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支援を目的として、

市内店舗で使える「和歌山市地域商品券」を市民一人当たり6,000円分配布します。

店舗登録申込期間

地域商品券について

2026年3月16日（月）～2026年9月15日（火）利用期間

全和歌山市民対 象 者

世帯主宛て送付（申込みの必要はありません。）配布方法

一人当たり1,000円券×6枚金　　額

店舗説明会
2026年2月3日（火）日時

会場

説明会はお申込み不要

参加申込フォーム

●新規顧客獲得および利用者の増加により売上増が期待できます。
●店舗の存在が多くの和歌山市民に認知され、PRにつながります。
●和歌山市内でのみ使用可能なため、地域内の消費を促進し、
　地域経済の活性化に貢献できます。
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参加いただく
メリット!

POINT

※おつりは出ません。

1月26日●～2月18日●月 水
2026年

売上等管理サイト端末は不要手数料不要
取扱店登録料・
決済手数料は無料

専用スターター
キットを送付

利用実績の閲覧、集計csv
データDLなどが可能

紙商品券のシステムは2025年度の和歌山
市プレミアム付き商品券事業『わかやまペ
イ』と同一のシステムを採用しており、ご
利用経験のある店舗様にはスムーズにお
取り扱いいただけます。

①第1回（午前）／10：30～
②第2回（午後）／13：30～
　 ※所要時間は1時間程度

和歌山商工会議所
〒640-8567 和歌山市西汀丁３６

オンライン同時開催 お申込みは不要です。オンライ
ン参加をご希望の方は専用
ホームページに掲載されるＵ
ＲＬからご参加ください。

オンライン説明会
同時開催

一次登録期間内に登録いただいた場合、店舗一覧リーフレット及び
専用ホームページに店舗名が掲載されます。
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次
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録
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間

2月19日●～8月15日●木 土
2026年

二次登録期間内に登録いただいた場合、専用ホームページへの
掲載のみとなります。

二
次
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録
期
間



注意事項

参加店舗募集参加店舗募集参加店舗募集

●たばこ事業法（昭和59年法律第68号）第2条第1項第3号に規定する製造たばこ、加熱式たばこ及び電子たばこの購入。
●事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入。
●出資や債務の支払い（税金、保険料、振込手数料など。）
●現金との換金、金融機関への預け入れ。
●金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等）、旅行券、乗
車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。

●土地・家屋購入、家賃、地代・駐車料（一時預かりを除く）等の不動産や資産性の高いもの（自動車）に関わる支払い。
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する性風俗関連特殊営業、
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要
する支払い。

●特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。
●その他、市が当該事業の趣旨にそぐわないと判断したもの。

商品券の利用対象にならないもの

参加店舗登録できる事業者 和歌山市内に店舗または事業所があり、
消費者に直接、商品・サービスを提供できる事

▶https://wakayama-gift2026.jp
専用ホームページにアクセスします。

事務局で審査のうえ、登録が出来次第スターターキットを配送します。

「参加店舗登録はこちら」から、募集要項を確認し専用フォームに必要事項を
入力し申請して下さい。

※審査から配送まで10～14日程度かかります。審査結果によっては登録できない場合があります。
※専用ホームページで申込フォームをダウンロードし、FAX（073-494-3263）での申込みも受付しております。
※ホームページでの申込みが難しい方はコールセンター（0120-138-520）へお問い合わせください。

参加申込フォーム

スマートフォン、
タブレットの方は
左記QRコードを
読み込んでください。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

専用ホームページにて申請
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和歌山市地域商品券事業事務局コールセンター
FAX：073-494-3263　メールアドレス：wakayama_gift2026@nta.co.jp TEL：0120-138-520

受付時間：9時～17時30分（土日祝含む）

お問い合わせ先
フリーダイヤル


